
 

 

 

    

 

 

             

 

 

 

 

 

 

◆  お取りになれる証明書と手数料、ご請求できる方 

 証 明 書 
手数料 

（１通） 
請求できる方 

１ 住民票の写し（除票を含む） ３００円 本人及び本人と同一世帯の方 

２ 
戸籍全部事項証明書（戸籍謄本） 

戸籍個人事項証明書（戸籍抄本） 
４５０円 

本人及び本人と同一戸籍の方 

３ 戸籍の附票 

３００円 ４ 所得・課税・非課税証明書 

本人のみ 

５ 印鑑登録証明書 

○  請求される方が持参した書式に証明するものや手数料が免除となる証明書は、お取り扱いでき 

ません。 

○  委任状持参の方や第三者の方が請求する証明書は、お取り扱いできません。 

○  手数料は、市の窓口と同額です。 

 

◆  ご請求に必要なもの 

○  運転免許証やパスポート、住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳など本人を確認できる 

  書類が必要となります。（詳しくは、市戸籍住民課へおたずねください。） 

○  印鑑登録証明書のご請求には、「印鑑登録証」（カード）が必要です。 

 

 

   

平成２４年１０月２９

日、秦野市保健福祉セン

ターに移転しました。 

 



 

◆  お取り扱いの郵便局とご利用時間 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ご注意＞ 市の証明書を扱うのは、秦野緑郵便局だけです。 

ほかの郵便局では取り扱いませんのでご注意ください。  

 

 

 

【お問い合わせ先】 

秦野市役所戸籍住民課（TEL 0463-82-5127） 

秦野緑郵便局 
 

秦野市緑町１６－３ 

TEL 0463-81-2919 
 

 

［ご利用時間］ 

月～金曜日 

午前９時から午後５時まで 
 

※土・日・祝日及び12/29～1/3を除く。 

 

秦野緑郵便局（移転後） 

平成24年10月29日（月）

から市保健福祉センターの

１階に移転しました。 

秦野緑郵便局（移転前） 


